
＜現行＞ 

70歳以上（注２） 

現役並み（年収370万円～） 
健保 
 標報28万円以上 
国保・後期 
 課税所得145万円以上 

６７万円 

一般（年収156～370万円） 
健保 
 標報26万円以下 
国保・後期 

 課税所得145万円未満（注１） 

５６万円 

市町村民税世帯非課税 ３１万円 

市町村民税世帯非課税 
（所得が一定以下） 

１９万円（注３） 

（注１） 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。 
（注２） 対象世帯に70～74歳と70歳未満が混在する場合、まず70～74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。 
（注３） 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。 

70歳以上（注２） ［参考］70歳未満（注２） 

年収約1160万～ 
標報83万円以上 

課税所得690万以上 

２１２万円 ２１２万円 

年収770万～1160万 
標報53～79万円 

課税所得380万円以上 

１４１万円 １４１万円 

年収370万～770万 
標報28～50万円 

課税所得145万円以上 

６７万円 ６７万円 

一般（年収156～370万円） 
健保 
 標報26万円以下 
国保・後期 
 課税所得145万円未満（注１） 

５６万円 ６０万円 

市町村民税世帯非課税 ３１万円 

３４万円 
市町村民税世帯非課税 

（所得が一定以下） 
１９万円（注３） 

＜平成30年8月～＞ 

細分化＋ 
上限引き上げ 

据え置き 

高額介護合算療養費制度の見直しについて 

見直し内容 

○ 現役並み所得者については、現役世代と同様に、細分化した上で限度額を引き上げ。 
○ 一般区分については、限度額を据え置く。 

制度概要 

 ○ 高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における１年間（毎年8月1日～翌年7月31日）の自己負担の合算額が高額な場合に、さらに負担を軽減
する制度。 

※ 医療保険制度の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介
護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合に支給。 

※ 給付費は、医療保険者、介護保険者の双方が、自己負担額の比率に応じて按分して負担。 
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